
公募型プロポーザルの実施（公告）の訂正について

令和７年 12 月 25 日付けで公告した「長崎県職員研修業務委託」について、公告の一部を下

記のとおり訂正する。

令和７年 12 月 26 日

長崎県知事 大石 賢吾

記

次の表に掲げる公告の訂正部分は、下線の部分である。

訂正後 訂正前

（削除）

10 プロポーザルに関する事務を担当する

機関の名称等

略

11 その他

(1)～(4) 略

10 契約保証金

契約金額の 100 分の 10以上の金額を納付

すること。ただし、次の場合で事前に県の

承認を受けたときは、契約保証金の納付が

免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契

約（契約金額の 100 分の 10 以上）を締

結し、その証書を提出する場合

イ 令和５年４月１日から入札保証金の

納付期限の前日までの間に、本県若し

くは他の地方公共団体、国、独立行政

法人通則法（平成 11 年法律第 103 

号）第２条第１項に規定する独立行政

法人、国立大学法人法（平成 15 年法律

第 112 号）第２条第１項に規定する国

立大学法人又は地方独立行政法人法

（平成 15 年法律第 118 号）第２ 条第

１項に規定する地方独立行政法人との

間に、当該契約とその種類及び規模を

ほぼ同じくする契約の履行完了の実績

が２件以上あり、その履行を証明する

ものを２件以上提出する場合

11 プロポーザルに関する事務を担当する

機関の名称等

略

12 その他

(1)～(4) 略


